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平成 30年 4月 1日 

公立学校共済組合北海道支部 

 
 

第 2期データヘルス計画がはじまります 

 

■データヘルス計画とは 

平成 25年に国が閣議決定した「日本再興戦略」により、予防、健康管理の推進に関す

る新たな仕組みづくりとして「データヘルス計画」が始まることとなりました。 

当支部においてもレセプトと特定健康診査のデータをもとに、より効果的な保健事業

を実施する「データヘルス」を平成 27年度から開始しています。 

今回、平成 27年度から平成 29年度の 3年間実施してきた「第 1期データヘルス」が

終了し、新たに平成 30年度から平成 35年度までの 6年間に渡り実施する「第 2期デー

タヘルス」を開始します。 

当支部では、より効果的な保健事業を実施していくために、第 2期データヘルス計画

（以下「計画書」という。）を策定し、改めて当支部の特徴と課題を確認しました。 

 

 

■個人情報の保護 

健康情報の管理、分析及び事業主（事業主の委託先も含む。）からの取得等に当たって

は、個人情報保護法（平成 15年法律第 57号）、公立学校共済組合個人情報保護規程（平成

17年 3月 16日制定）その他の関係法令等の規定を遵守し、慎重に取り扱うものとします。 

皆様が受診した特定健康診査（定期健診や人間ドック等の特定健康診査項目

を含む）の結果データと治療を受けた際の医療費データを集約・分析し、より効果

的な保健事業の検討、運営をしていくために、当支部は引きつづきPDCAサイクル

により、データヘルスを推進していきます。 
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■保健事業により対策を行う疾病の整理 

（１）優先順位の高い疾病の把握 

医療保険者の立場で対策を講ずるべき優先順位の高い疾病を的確に把握するため、疾病

を次のとおりタイプ1からタイプ4までの4つに分類して優先順位をつけました。 

縦軸は、健診又は検診によりリスク者を特定することができる疾病かどうかという分類

で、横軸は、保健事業により事前に予防が可能か、事前の予防が難しく、事後の治療のみ

が可能かという、対策の性質についての分類です。 

 

 

 

上記に基づいて、保健事業により事前の予防が難しいタイプ4（その他の疾病）を除い

た3タイプの疾病について、加入者一人当たり医療費の観点から、対策を行うべき優先順位

を考えると、第1に生活習慣病、第2に悪性新生物、第3に精神の疾病の順に位置付けました。 

（レセプトの詳細な分析結果は、当支部計画書の3頁～14頁をご覧ください。） 

タイプ１～３の加入者一人当たり医療費の内訳（平成27年度） 

 

 

タイプ１ ＝ 生活習慣病（糖尿病・高血圧など） 

健康状態を確認する「健診」でリスク者の特定が可能で、保

健事業による事前の予防が可能な疾病です。 

タイプ２ ＝ 悪性新生物（がん） 

特定の病気を確認する「検診」でリスク者の特定が可能です

が、リスク者の特定ができた段階では治療が中心となり、保

健事業による事前の予防が難しい疾病です。 

タイプ３ ＝ 精神の疾病 

医療保険者による健診又は検診でのリスク者の特定が難し

いものの、発生している年代、性別、所属などを確認し、そ

れに応じた予防を全体に講じることが可能な疾病です。 

タイプ４ ＝ その他の疾病 

健診又は検診によるリスク者の特定が難しく、保健事業によ

る事前の予防も難しい疾病です。 
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（２）特定健康診査の結果による生活習慣病リスクの把握 

続いて、まだ医療費が発生していない生活習慣病の潜在的なリスクを確認することを目

的に、特定健康診査の結果データを用いて「健康分布図」を作成しました。 

肥満・非肥満で区別しない場合、服薬者を除くと、特定健康診査の結果から何らかの生

活習慣病対策が必要な者は、65.7%を占めることがわかりました。 

（特定健康診査の詳細な分析結果は、当支部計画書の15頁～21頁をご覧ください。） 

 

 

 

（３）特定健康診査と特定保健指導の実施状況 

生活習慣病の予防・早期発見と発症リスクの軽減を目的とした特定健康診査・特定保健

指導の実施率の推移をそれぞれ確認すると、特定健康診査については、平成 23年度以降、

全体平均を下回っています。 

次に特定保健指導については、平成 27 年度から「訪問型特定保健指導」を組合員へ実

施したことに伴い実施率は上昇しているものの、こちらも全体平均を下回っています。 

 

 

 

 

北海道支部（平成27年度） 全体平均（平成27年度） 

特定健康診査実施率 特定保健指導実施率 
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■今後実施する事業 

当支部の特徴と、今後取り組むべき健康課題について、当支部のこれまでの事業と照ら

し合わせ、その過不足を確認し、第2期データヘルスにおいて実施する事業を次のとおりま

とめました。 
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■当支部の重点取組事項 

当支部の特徴と、今後取り組むべき健康課題について、当支部のこれまでの事業と照ら

し合わせ、その過不足を確認し、第2期データヘルスにおいて重点的に取組む事業を次のと

おりまとめました。 

 



 

6 

 

■事業の評価項目及び目標設定 

第2期データヘルスにおいて重点的に取り組む事業について、当支部における各事業の

評価項目及び目標値を以下のとおり設定しました。 

なお、目標値については、健康日本21（21世紀における国民健康づくり運動）等を参考

にしています。 
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■計画の公表・周知 

第 2期データヘルス計画（以下「計画書」という。）の内容は、当支部ホームページ等

において公表します。また、計画の概要及び個別の保健事業の普及等に関しては、広報誌

等により組合員へ配付し、周知を図ることとしています。 

 

                       
                    

公立学校共済組合北海道支部ホームページ 

（https://www.kouritu.or.jp/hokkaido/） 


